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参考資料：主なデータにおける全国・高知県の数値について（比較整理表）Ver２

令和6年8月5日事務局作成

高知県③

公表値 参考値 公表値 参考値 （=①-②）

「賃金」 春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率(連合調査) 4.45% × ― × ― ―
中小企業。賃上げ率は5.10%。
資料0・P17

同上（経団連調査） 3.92% × ― × ― ―
中小企業。大手は5.58%。
資料0・P18

中小企業の賃金上昇率

・第４表①（男女別）、②（一般・パート別） 2.3% × 2.7%(Cラ) × 2.1%(Cラ) 0.6% 資料2・P7～8

・第４表③（R5.6とR6.6両方在籍の労働者のみ） 2.8% × 3.1%(Cラ) × 2.7%(Cラ) 0.4% 資料2・P9

パートタイム労働者の１求人票あたりの募集賃金平均額 1,179円 1,074円 ― 1,015円 ― 59円 令和6年5月。資料2・P164

パートタイム労働者の１求人票あたりの募集賃金下限額 1,123円 1,027円 ― 972円 ― 55円 令和6年5月。資料2・P165

新規学校卒業者の初任給（高校卒、産業計） 193,000円 185,000円 ―
男176,000円
女175,000円 ―

男9,000円
女10,000円

令和6年。資料6・P5

「生計費」 消費者物価指数（総合） 2.8% ×
2.6%

(高知市)
×

3.7%
(高知市)

-1.1%
対前年同月比・令和6年6月。
資料0・P13、資料6・P125

消費者物価指数（基礎的支出項目） 3.6% ×
概数3.34%
(高知市)

×
概数4.14%
(高知市)

-0.8%
対前年同月比・令和6年6月。
資料4・P8、資料6・P125

消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合） 3.2% × 3.5%(Cラ) × 4.0%(Cラ) -0.5%
対前年上昇率の推移・R5.10～
R6.6平均。資料0・P14

消費者物価指数（頻繁に購入する品目） 5.4% ×
概数5.01%
(高知市)

×
概数5.38%
(高知市)

-0.37%
対前年上昇率の推移・R5.10～
R6.6平均。資料0・P16

標準生計費（一人世帯、18歳程度） 120,910円 121,210円 ― 116,250円(R4) ― 4,960円 令和5年。資料6・P4

「賃金支払能力」 売上高経常利益率（日銀短観） 8.17% × ― × ― ―
令和6年度計画、製造業。非製造
業は5.61%。資料0・P23

業況判断DI（企業の景況感を示す指数） 12%ポイント 8%ポイント ― 20%ポイント ― -12%ポイント 令和6年6月。資料6・P108

国内企業物価指数 122.7 × ― × ― ― 令和6年6月。資料3・P2

倒産件数（負債1,000万円以上） 8,690件 21件 ― 12件(R4) ― 9件 令和5年。資料6・P2

労働生産性（１人当たり付加価値額） 8,080千円 6,635千円 ― 6,544千円(R2) ― 91千円 令和3年度。資料6・P47

労働分配率（付加価値に占める人件費の割合） 73.1% 62.6% ― 67.1%(R2) ― -4.5% 令和3年度。資料6・P51

雇用情勢その他 完全失業率 2.5 1.8 ― 2.0(R5) ― -0.2 令和6年1月～3月。資料6・P3

有効求人倍率 1.24 1.04 ― 1.14(R5) ― -0.1 令和6年5月。資料6・P3

就業者数 6,747万人 34万人 ― 35万人(R4) ― -1万人 令和5年。資料1・P54

１人当たり県民所得と国民所得 3,155千円 2,653千円 ― 2,461千円(R2) ― 192千円 令和3年度。資料6・P50

「パートナーシップ構築宣言」登録企業 52,192社 274社 ― 不明 ― ― 令和6年8月HPより。資料1・P118

業務改善助成金の実績 13,603件 196件 ― 37件(R4) ― 159件 令和5年度。資料1・P111

考慮要素 データ種別 全国
高知県①（当年度）

備考（当年度資料出所等）
高知県②（前年度）



10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

6.6% 5.5% 6.1% 5.0% 4.1% 4.4% 4.1% 2.9% 2.7%

食パン ハム にんじん せんべい 炭酸飲料
あんパン ソーセージ たまねぎ ポテトチップス ポリ袋
カレーパン 牛乳 きゅうり チョコレート 診療代
ゆでうどん ヨーグルト トマト アイスクリーム ガソリン
カップ麺 チーズ（国産品） ピーマン おにぎり
中華麺 鶏卵 しめじ 調理パン
かまぼこ キャベツ 豆腐 サラダ
豚肉（国産品） ねぎ 油揚げ 茶飲料
豚肉（輸入品） レタス 納豆 コーヒー飲料Ａ
鶏肉 もやし バナナ 野菜ジュース

2022年10月～
2023年6月
平均

消費者物価指数 （頻繁に購入する品目） の対前年上昇率の推移　（高知局概数）

○　消費者物価指数は、指数品目を家計調査から得られる1世帯当たり年間購入頻度によって区分し、購入頻度の階級区分別に指数を作成している。

○　購入頻度階級のうち、「頻繁に購入する品目」については、年間購入頻度15.0回以上の品目である。

※　中賃審議会資料にある指数は全国数値で各々の品目に対する指数での括りとなるが、都道府県庁所在市別の消費者物価指数は中分類が
　　最も詳細な分類となるため、中分類の指数でまとめている。

4.9%

2024年

※　上記品目について、各々の品目に該当する中分類の指数をまとめ、対前年上昇率を算出している。

頻繁に購入

2023年 2023年10月～
2024年6月
平均

4.6%

【参考】「頻繁に購入する品目」の構成（44品
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キャリアアップ助成金　実施状況報告

北海道 187 532
青森 15 33
岩手 20 93
宮城 53 129
秋田 8 37
山形 55 78
福島 62 135
茨城 41 147
栃木 63 201
群馬 35 133
埼玉 190 449
千葉 202 362
東京 475 1,154
神奈川 143 482
新潟 32 177
富山 14 59
石川 21 74
福井 39 100
山梨 44 109
長野 71 191
岐阜 61 211
静岡 100 212
愛知 158 512
三重 36 193
滋賀 45 158
京都 129 399
大阪 569 1,457
兵庫 247 729
奈良 42 189
和歌山 41 106
鳥取 19 43
島根 56 96
岡山 86 298
広島 62 308
山口 18 96
徳島 36 105
香川 34 97
愛媛 24 149
高知 11 54
福岡 294 638
佐賀 30 79
長崎 25 96
熊本 50 147
大分 35 129
宮崎 42 225
鹿児島 53 178
沖縄 33 151

合計 4,106 11,730

短時間労働者
労働時間延長コー

ス

社会保険適用時
処遇改善コース

キャリアアップ計画件数（令和５年１０月～令和６年６月分）



令和６年６月末時点
計画件数

100人以下 101人～500人 501人以上 （合計）
43件 9件 2件 54件

11件

取組予定数 令和５年度 令和６年度 令和７年度
528人 85人 235人 208人

（参考）36人 36人 - -

手当等支給 労働時間延長 併用
2人 81人 2人

手当等支給 労働時間延長 併用
7人 221人 7人

手当等支給 労働時間延長 併用
6人 194人 8人

令和７年度

（参考）短時間労働者労働時間延長コース

企業規模別件数

令和５年度

令和６年度
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Ⅱ-５ 社会保険適用時処遇改善コース

１ 支給額 １人当たりの助成額は以下のとおりです。※対象者１人につき、いずれか１メニューの助成。

（１）手当等支給メニュー

企業規模 ① １ 年 目 の 取 組 ② ２ 年 目 の 取 組 ③ ３ 年 目 の 取 組

中 小 企 業 4 0 万円 （ 1 0 万 円 × 4 期 ※ ） ※ 1 期 ： ６ か 月 1 0 万円

大 企 業 3 0 万円 （ 7 . 5 万 円 × 4 期 ※ ） ※ 1 期 ： ６ か 月 7 . 5 万円

※ 「③３年目の取組」を１年間前倒しし、１年目に①の取組の後、２年目に③の取組を行った場合、
２年目の支給額は中小企業30万円、大企業22.5万円（②の２期分と③の合算額）となります。

雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。

・新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を
増加させる取り組み（手当支給・賃上げ・労働時間延長）を行った場合

・週の所定労働時間を４時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会
保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合

新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み（①,②）を

行い、また、最終的に、恒常的な所得の増額となる取り組み（③）を行った場合。

①、②：労働者負担分の社会保険料相当額（標準報酬月額等の15％以上）の手当支給又は賃上げ
③：基本給の総支給額を18％以上増額（賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額）

※令和８年３月31日までの暫定措置

（２）労働時間延長メニュー

４ 時 間 以 上
３ 時 間 以 上
４ 時 間 未 満

２ 時 間 以 上
３ 時 間 未 満

１ 時 間 以 上
２ 時 間 未 満

- 5 % 以 上 1 0 % 以 上 1 5 % 以 上

中 小 企 業 30万円

大 企 業 22.5万円

延長時間

企業規模
賃金引き

上げ率

（３）併用メニュー

新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を４時間以上延長する等

を行った場合、または、週の所定労働時間を４時間以上延長する等を実施し、これに

より当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。

社会保険加入後、１年目に（１）手当等支給メニュー①の取組を行い、２年目に（２）

労働時間延長メニューの取組を行った場合も、それぞれの額（※）を支給します。

※ 延長時間が４時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要があります。

※ 中小企業50万円((1)①20万円＋(2)30万円)、大企業37.5万円((1)①15万円＋(2)22.5万円)

（注）上述した併用メニューによる活用方法を除き、同一の労働者について２つ以上のメニューを受給する
ことはできません。




ভ
৳
૫
ి
৷
ৎ
૪


ఒ

51

社会保険適用促進手当を就業規則等に規定する場合の例

（注） 国の施策（標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めない特例的な取扱い）期間の終了を
もって、手当の支給自体を取りやめる場合、上記規定例のように支給対象となる基準を規定
する等、手当支給廃止に伴う不利益変更の問題が生じることの無いようご注意ください。

（附 則）
（社会保険適用促進手当）

第○条 社会保険適用促進手当は、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の被保険者要件を満たさずに
６ヶ月間以上雇用されていた【パートタイマー（※）】が2026（令和８）年３月31日までの間に
新たに被保険者となった場合において、最長２年間、当該労働者の社会保険料負担を軽減するため
に支給する。

２ 社会保険適用促進手当は、次のとおり支給する。
一 前項に規定する【パートタイマー（※）】について、毎月の賃金の支払に関して、法令に基づき

算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、翌月の賃金支払日に支給する。 （★）
二 前項に規定する【パートタイマー（※）】について、賞与の支払に関して、法令に基づき算定され

る社会保険料の被保険者負担分相当額を、賞与の支払のあった翌月の賃金支払日に支給する。（★）

３ 社会保険適用促進手当は、第一項に規定する【パートタイマー（※）】について、社会保険（健康
保険・厚生年金保険）の被保険者となった日の属する月以降であって、社会保険料の被保険者負担分を
当該労働者の賃金から控除することとなった月から最長２年間支給するものとする。

（※）事業所での呼称を記載。
（★）社会保険適用促進手当を、社会保険料が発生した月の翌月の賃金支払日に支給する場合。

※本コースについて、取組のモデルケースやQ&Aを掲載した特設サイトがございます。

支給要件を満たす取組を説明した図なども多数ございますので、ぜひご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html （厚生労働省ホームページ内）

事業主が、令和８年３月31日までに社会保険に加入した短時間労働者（かつ標準報酬月額が10.4万円

以下の者）に対して当該名称の手当を支給した場合、その支給額について、本人負担分の保険料相当額を

上限として、最大２年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない取扱いを受けられる手当のこと

です。この制度を活用して、上述①、②の取組を行った場合も、本助成金の支給を受けることができます。

＜令和５年９月30日以前から社会保険に加入していた者への適用について＞

令和５年９月30日以前から社会保険に加入していた労働者（標準報酬月額が10.4万円以下）に対して、

新たに社会保険に加入した労働者と同様に当該手当を支給する場合は、本助成金の対象とはなりませんが、

標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない取扱いを受けられる対象にはなります。

＜労働基準法上の取扱いについて＞

手当支給に際しては、労働基準法に基づき、就業規則（賃金規程等含む）への規定が必要になります。

次ページの規定例をご参照ください。また、最低賃金や割増賃金、平均賃金に関する取扱いについては、

以下のとおりです。

最低賃金、割増賃金：毎月支払われる場合は、手当額も算定基礎に算入する。

平均賃金：３か月以内ごと（毎月含む）に支払われる場合は、手当額も算定基礎に算入する。

※その他、厚生労働省ホームページに当該手当制度についてのQ&Aを掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html （「106万円の壁」への対応）

【社会保険適用促進手当について】
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次のすべてに該当する労働者が対象です。

①
週所定労働時間を延長した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前

日から起算して６か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等。

②

次の（１）から（７）までのいずれかに該当する労働者であること。

〈手当等支給メニュー、併用メニュー〉（第１期・第2期）

（１） 第１期※１または第２期支給対象期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の
社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15％のいずれか
低い方の額以上の一時的に支給する手当等※２の支給を受けた労働者

〈手当等支給メニュー〉（第３期（第５期の前倒し））

（２） （１）に該当した者であり、第３期支給対象期分の賃金として、第１期支給対象期の
６か月間における基本給から18％以上増額した基本給等※3の支給を受けた労働者

〈手当等支給メニュー〉（第３期・第４期、第５期）

（３） （１）に該当した者であり、第３期または第４期支給対象期分の賃金として、各支給対象
期における労働者負担分の社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額
の合計額の15％のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者

（４） （３）に該当した者であり、第５期支給対象期分の賃金として、第１期支給対象期の
６か月間における基本給の総支給額等※4から18％以上増額した基本給等の総支給額等の支給
を受けた労働者

〈併用メニュー〉（第３期）

（５） （１）に該当した者であり、第３期支給対象期において、週所定労働時間の４時間以上の
延長または１時間以上４時間未満の延長及び基本給の増額が講じられた労働者

〈労働時間延長メニュー〉

（６） 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して１か月前の日から３か月が経過する
までの間に、週所定労働時間の４時間以上の延長※5または１時間以上４時間未満の延長及び
基本給の増額※6が講じられた労働者

（７） 週所定労働時間の４時間以上の延長または１時間以上４時間未満の延長及び基本給の増額
が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者

③
社会保険の適用日の前日から起算して過去６か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者

であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去２年以内に社会保険に加入していなかった者

④
手当等の支給又は労働時間の延長、あるいはその両方の措置を講じた事業所の事業主、又は取締役

の３親等以内の親族※7以外の者

⑤ 支給申請日において離職※8していない者

※1 社会保険の適用後、最初の６か月間のこと。以後、次の６か月毎に、第２期、第３期、･･･第５期という。

※2 一時的に支給する手当（社会保険適用促進手当等）、恒常的に支給する手当、基本給の総称のこと。

※3 基本給及び新たに支給する恒常的に支給する手当（社会保険適用促進手当の恒常化等。）のこと。

※4 第１期に基本給を15%以上増額支給している場合には、②(1)の措置を講じる前の基本給×第１期の実労働時間数

から算出した額と比較する。

※5 延長前６か月の週当たりの平均実労働時間と延長後６か月の週所定労働時間を比較する。他、延長前後６か月の

週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を満たす場合も差し支えない。

※6

※7 民法（明治29年法律第89号）第725条第１号に規定する血族のうち３親等以内の者、同条第２号に規定する配偶者

および同条第３号に規定する姻族をいう。

※8 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の

責めに帰すべき理由による解雇を除く。

２ 対象となる労働者

週所定労働時間の延長時間数 １時間以上２時間未満 ２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満

別途必要となる基本給の増額率 15％以上 10％以上 ５％以上
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①
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、メニュー毎に定める支給対象期※1の期間以上継続して
雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分※2の賃金を支給した事業主

②
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を社会
保険の適用前と比べて減額していない事業主

③
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日
以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主

④
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険加入状況（労働時間延長の措置を講じる
場合は、週所定労働時間含む）を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

※1 社会保険の適用後、最初の６か月間を第１期、以後、次の６か月毎に、第２期、第３期、･･･第５期という。

※2 勤務をした日数が11日未満の月（以下「11日未満の月」という。）は除く。ただし、11日未満の月に本人負担分の
社会保険料が発生しており、当該負担分の賃金（手当等）を支給する場合は、11日未満の月であってもこれに含める。

※3 雇用期間の延長または学生であった身分に係る条件の変更のみによって、社会保険の被保険者要件を満たすことと
なる場合は、これに該当しない。

※4 健康保険法による健康保険以外の医療保険制度に加入する場合は、当該保険の本人負担分を含む。

※5 労働者負担分の社会保険料率が15%を超える場合においては、支給対象期の標準報酬月額および標準賞与額の15％
以上の額であっても差し支えない。

※6 社会保険適用促進手当（および同旨で標準報酬月額10.4万円を超える対象労働者に支給する別名称の手当）のこと。
※7 当該取組（３年目の取組）を前倒しして講じる場合は第３期（第２期まで①の措置）、前倒しせずに講じる場合は、

第５期（第４期まで①の措置）に講じている事業主であること。

※8 基本給および新たに支給する恒常的に支給する手当（社会保険適用促進手当の恒常化等。）のこと。

※9 前ページの※４のとおり。

※10 「基本給等の増額」の措置のみを講じている場合は、①の措置を講じる前の基本給と比較して、基本給等で18％
以上増額していれば差し支えない。

※11 第３期に③の措置（手当等支給メニュー）を講じる場合は、増額の方法を「基本給等の増額」に限る。

※12、※13 前ページの※５、※６のとおり。

３ 対象となる事業主 メニュー毎に、次のすべてに該当する事業主が対象です。
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①
雇用する有期雇用労働者等について、基本給の増額、労働時間の延長または適用拡大等※3によって、
新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者とした事業主

②
①で被保険者とした労働者に、支給対象期における労働者負担分の社会保険料額※4以上の額※5を、
一時的に支給する手当※6、恒常的に支給する手当または基本給として、各支給対象期分の賃金として
新たに支給した事業主

③

＜手当等支給メニューの場合＞

②の措置後※7、対象労働者に基本給等※8の増額、または週所定労働時間の延長あるいはその両方の措置
を講じることによって、労働者の基本給等の総支給額等を「第１期支給対象期における基本給の総支給額
等※9」と比較して18％以上増額し※10、当該支給対象期分の賃金として支給した事業主※11

＜併用メニューの場合＞

②の措置（第１期および第２期）後、第３期に労働時間延長メニューの①の措置を講じた事業主

①
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を４時間以上延長※12、または１時間以上４時間
未満延長※12するとともに基本給を増額した事業主※13

②

社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の
被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の１か月前の日
から起算して３か月が経過する日の前日までの間に、①の措置を講じた事業主

または上述①の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働
者を、その被保険者とした事業主

＜手当等支給メニュー、併用メニュー＞

＜メニュー共通＞

＜労働時間延長メニュー＞
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■支給申請期間

■支給対象期間

６か月以上の雇用期間
（社会保険未適用）

６か月分の

賃金算定期間

４/1（～4/30）
社会保険に適用させた日

９/30
６か月目の賃金〆日

10/16
賃金支払日翌日

12/15

2か月以内に
申請してください

10/15
賃金支払日

支給申請期間

（12か月分の賃金算定期間）

（翌年4/15）

（翌年3/31） （翌年4/16）

（ ）：２期目の場合

（翌年6/15）

＜手当等支給メニューの場合＞
（１） 社会保険に適用した日の属する月に係る賃金算定期間の１日目（以下「基準日」という。）から

起算して６か月を第１期支給対象期（※）、次の６か月を第２期支給対象期、その次の６か月を
第３期支給対象期といいます。

（２） 一時的に支給する手当等を２年間支給し、３年目に基本給の総支給額を18％以上増額する
措置を講じる場合、第３期支給対象期の次の６か月を第４期支給対象期、その次の６か月を
第５期支給対象期といいます。

＜併用メニューの場合＞
基準日から起算して６か月を第１期支給対象期※、次の６か月を第２期支給対象期、

その次の６か月を第３期支給対象期といいます。

＜労働時間延長メニューの場合＞
週所定労働時間延長後の６か月を支給対象期といいます。

※第１期支給対象期の決定（措置後１か月目分の賃金から手当等の支給を開始できない場合）

基準日から起算して２か月目分の賃金（４月適用の場合、４月分給与を１か月目分の賃金といいます。
よって、５月分給与のこと。）から一時的に支給する手当等の支給を開始する場合、基準日の１か月後
から起算して６か月（５月分～10月分給与の算定期間）を第１期支給対象期とします。

ただし、当初の第１期支給対象期の２か月目分から６か月目分賃金（５月分給与～９月分給与）にて、
遡及して１か月目分の手当等を支給する場合は、前述によらず、当初の基準日から起算して６か月を
第１期支給対象期とします（以下、賃金締切日月末締め、翌月15日払いの場合の例。）。

４月 ５月 ６月

社会保険適用日

社会保険適用日
賃金支払日

（手当未支給）

賃金支払日
（手当未支給）

賃金支払日・手当支給開始
（4月分給与の保険料控除

分の遡及支給なし）
支給申請期間

賃金支払日・手当支給開始
（4月分給与の保険料控除

分の遡及支給あり）

・ 措置を講じたメニューに応じて、上述の支給対象期分の賃金を支給した日※の翌日から
起算して２か月以内に支給申請してください。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、６か月

分の時間外手当が支給される日とする（時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。）。

※ いずれも勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出
勤日と見なす。また、11日未満の月に本人負担分の社会保険料が発生しており、当該負担分の賃金
（手当等）を支給する場合は、11日未満の月であっても、当該月をこれに含める。

（例）賃金締切日が月末で翌月15日払いの企業の場合

支給申請期間

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

4月分給与から措置を講じたと見なし、
4月を支給対象期の１か月目とします

支給対象期分
賃金支払日

支給対象期分
賃金支払日

※令和５年度に手当支給の措置を講じている方は、

表紙URLよりキャリアアップ助成金Q&Aもご参照ください。
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代理人の場合

１ 委任状 ・委任状（原本）が添付されているか

中小企業事業主の場合（常時雇用する労働者の数で中小企業事業主であることを証明する場合）

１ 事業所確認票（様式第４号） ・中小企業事業主であることが確認できるか

該当している場合

１ 特定適用事業所該当通知書（写）
・交付を受けているか

※公的年金制度の財政基盤および最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部

を改正する法律附則第17条に規定する特定適用事業所に通知されるもの

２ 任意特定適用事業所該当通知書（写）
・交付を受けているか

※同法附則第17条第５項の申し出をした事業所に交付されるもの

3 一時的に支給した手当を恒常的に支給する
旨を規定した改定前後の就業規則または
労働協約等（写）

・手当等支給メニューの③３年目の取組において、18%以上の増額を手当支給
によって講じている場合は、その事実が確認できるか

※第４期（前倒して２年目に取り組む場合は、第３期）に提出

①申請期間 主な確認事項

１ 社会保険に適用させた日
・社会保険に適用させた日がキャリアアップ計画期間内か
（令和５年10月～翌年１月適用の場合は、同期間内にキャリアアップ

計画が提出されているか）

２ 申請期間 ・支給対象期間（各６か月）分の賃金支払日翌日から２か月以内か

②申請書類 主な確認事項

１ キャリアアップ助成金支給申請書
（様式第３号）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か

２ 社会保険適用時処遇改善コース内訳
（様式第３号・別添様式６）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か

３ 支給要件確認申立書
（共通要領様式第１号）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か（問４～15について「いいえ」

がある場合、助成金の支給を受けることはできません）

４ 支払方法・受取人住所届
※未登録または振り込み口座変更の場合に限る

・記入漏れがなく、記載事項が適切か

③添付書類 主な確認事項

１ 対象労働者の雇用契約書または労働条件
通知書等（写）

第１期申請の場合、社会保険の適用前後
に交付されていたもの（※1）

第２期（※2）申請の場合、支給対象期に
交付されていたもの

第３期（※2）、第４期の場合、措置を
講じる前後に交付されていたもの（※3）

・左記の各時点に交付されていた雇用契約書等が確認できるか

・契約内容、労働条件※4が確認できるか

※1 労働時間延長メニューの場合、延長の措置が確認できること

※2 手当等支給メニューの場合で、③３年目の取組を前倒しせずに、
２年目は引き続き手当を支給する場合は、第３期も第２期と同様、
支給対象期分を提出すること

※3 賃金の18%以上の増額、労働時間延長の措置前後の雇用契約書等
（第４期において、３年目の措置を講じていることを確認するもの）

※4 社会保険への加入状況が確認でき、労働時間延長メニューの場合、
週所定労働時間が確認できること

２ 対象労働者の賃金台帳等（写）

第１期申請の場合、社会保険適用または
週所定労働時間延長の前後６か月分

第２期以降の申請の場合、各支給対象期
の６か月分

・左記の期間分の賃金台帳等が確認できるか

・新たに社会保険の被保険者とした日以後、社会保険の被保険者として
加入していることが確認できるか

・講じるメニュー、支給対象期によって、手当等の支給、基本給の増額、
労働時間延長等の措置が図られていることが確認できるか

・基本給及び定額で支給されている諸手当を社会保険の適用前と比べて
減額していないことが確認できるか

・勤務状況（出勤状況及び実労働時間数）が当該賃金台帳等から確認
できるか

※ 対象労働者の出勤簿またはタイムカード等
（写）

※２の賃金台帳等にて、出勤日数および労働時間数が確認できない場合
に限り、賃金台帳等と同様の期間にかかる分を提出

支給申請に必要な書類等

その他、追加で必要な書類等 ※右欄は主な確認事項

※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
主な確認事項以外にも確認事項がありますのでご注意ください。
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